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令和８年度 年間監査計画 

 

この年間監査計画は、岩見沢市監査基準（令和 2 年監査委員告示第 1 号）第１３条の規定に

基づき定めたものである。 

 

１ 基本方針 

近年、地方公共団体の行財政環境が厳しさを増す中、本市を取り巻く内外の環境を踏まえ、

監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）を効率的かつ効果的に実施することができ

るよう、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合

的に勘案し実施する。また、下記２の各号に示す監査等の対象が、予算及び議決並びに法令

等に基づいて適正に行われているかに留意し、公正で効率的な行政運営が確保されるよう積

極的な監査を実施する。 

 

２ 監査等の種類及び対象 

(1) 定期監査（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 199 条第 1 項、

第 4項及び第 252 条の 11 第 4 項） 

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務事業の執行に係る

工事について、法令に適合し、正確性が確保されているか検証するほか、経済性、効率性、

有効性の視点からも検証する。 

ア 事務監査（企画財政部、健康福祉部、経済部、教育委員会事務局、市立病院〔市立

栗沢病院、高等看護学院を含む。〕） 

イ 工事監査（工事担当部局） 

(2) 行政監査（法第 199条第 2 項） 

テーマの選定（令和 9年度実施予定） 

(3) 随時監査（法第 199条第 1 項及び第 5項） 

必要があると認めるときは、定期監査に準じ、その都度実施する。 

・監査対象 工事監査（岩見沢市新病院建設工事）を実施 

(4) 財政援助団体等監査（法第 199条第 7 項） 

出資団体、補助団体及び公の施設の管理を行わせている団体などのうち、必要と認める

団体について、当該団体の財政的援助にかかる出納その他の事務の執行が適正に行われて

いるか、その財政的援助団体等が所期の目的を達成されているか、公益上の必要性などの

視点から検証する。 

・監査対象 出資団体の監査を実施。 

(5) その他の監査 

市長、議会からの要求・請求があった場合や住民から監査の請求などがあった場合及び

監査委員が必要と認めるとき等には、監査を実施する。 

ア 住民の直接請求に基づく監査（法第 75 条） 

イ 議会の請求に基づく監査（法第 98 条第 2 項） 

ウ 市長の要求に基づく監査（法第 199 条第 6項） 

 



２ 

エ 公金の収納又は支払事務に関する監査（法第 235 条の 2第 2 項又は地方公営企業法

（昭和 27 年法律第 292 号。以下「公企法」という。）第 27 条の 2 第 1項） 

オ 住民監査請求に基づく監査（法第 242 条） 

カ 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査（法第 243 条の 2 の 8第 3 項又は

公企法第 34 条） 

(6) 例月現金出納検査（法第 235 条の 2 第 1項） 

会計管理者等の保管する現金の在高及び出納関係諸帳簿の計数の正確性を検証すると

ともに、現金の出納事務が適正に行われているか検査する。 

(7) 決算審査（法第 233条第 2 項、公企法第 30条第 2 項） 

決算その他関係諸表が法令に適合し、かつ計数が正確であるか審査するとともに、予算

の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか審査する。併せて、財産の管

理状況についても審査する。 

(8) 基金の運用状況審査（法第 241条第 5 項） 

基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われ

ているか審査する。 

(9) 健全化判断比率審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94

号。以下「健全化法」という。）第 3 条第 1 項） 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにそれらの算

定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。 

(10) 資金不足比率審査（健全化法第 22条第 1 項） 

公営企業における資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法

令に適合し、かつ正確であるか審査する。 

 

３ 監査等の対象別実施予定時期 

「令和８年度 監査等実施計画表」のとおり 

 

４ 監査等の実施体制 

各監査等は、全監査委員が実施し、監査委員事務局の担当・分担については、各監査等の

実施要領策定の際に決定する。 

 

５ 監査等の方法 

各監査等実施の概ね１か月前に実施要領を策定・決定のうえ、実施する。ただし、例月現

金出納検査については、例月現金出納検査実施要領（令和 2 年 4 月 20 日施行）に基づき実

施する。 

 

６ 監査等の通知 

各監査等の実施要領に基づき、実施方法・実施体制等について必要に応じて関係部局長等

に対し、通知する。 



３ 

７ 監査結果の講評及び弁明、見解等の聴取 

(1) 講評は監査終了後、速やかに監査委員から関係部局長等に対して行う。 

(2) 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定前に、講評事項に対して関係部局長等か

らの弁明、見解等を聴取する。 

また、監査の結果において、指摘・指導事項等がある場合には、監査委員は関係部局長

等に対し、各監査の結果に関する報告の決定前までに、期日を定めて改善・検討状況報告

を求める。 

 

８ 報告・公表、意見書の提出 

(1) 定期監査、行政監査及び財政援助団体等監査については、議会議長及び市長並びに関

係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会に結果の報告を提出し、

岩見沢市公告式条例に基づいて、次の定例会の招集告示に合わせて公表する。また、岩

見沢市ホームページを活用して周知を行う。 

(2) 例月現金出納検査については、議会議長及び市長に結果の報告を提出する。 

(3) 決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査について

は、各意見書を第３回定例会の招集告示までに市長に提出する。 

 

９ 措置状況の報告及び公表 

監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認める事項については、

監査委員から市長等に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告し、期日を定

めて措置状況の報告を求める。この場合、監査委員は当該勧告の内容を公表する。 

市長等から、措置の内容の通知を受けた場合は、監査委員は当該措置の内容を公表する。 

 

10 フォローアップ 

前年度監査の講評における指摘事項等については、監査実施時に合わせ、改善・検討進捗

状況の調査を行い、措置の達成状況や進捗、結果を検証・分析するフォローアップを実施し、

監査の実効性を高めるものとする。 

 



 

４ 

令和８年度 監査等実施計画表 

監査等の種類 実施の期日 監査等の対象 監査等の範囲 根拠とする法令 

定期監査 
（事務監査） 
※学校監査を含む 

令和8年10月中旬 
～令和9年2月中旬 

企画財政部、健康福祉
部、経済部、教育委員会
事務局、市立病院（市立
栗沢病院、高等看護学院
を含む。） 

令和7年度に執行され
た事務事業等につい
て 

法第199条第1項、第4
項及び第252条の11第
4項 

定期監査 
（工事監査） 

令和8年5月上旬 
～10月中旬 

工事担当部局 
令和7年度に完了し
た工事等について 

法第199条第1項及び
第4項 

行政監査 令和9年度実施に向けテーマを選定 法第199条第2項 

随時監査等 令和8年9月下旬 
岩見沢市新病院建設工
事 

令和7年度に発注し
た建設中の工事等に
ついて 

法第199条第1項及び
第5項 

財政援助団体等監査 

（出資団体） 
令和8年12月中旬 
～令和9年2月中旬 

令和7年度において岩見
沢市が出資を行ってい
る団体 

岩見沢市が出資を
している団体につ
いて（出資割合：25%
以上） 

法第199条第7項 

その他の監査 要求等により実施する。  

例月現金出納検査 毎月25日 
会計管理者等の行う現
金等の出納事務及び保
管状況 

検査執行日の前月
分について 

法第235条の2第1項 

決算審査 
（公営企業会計） 

令和8年5月中旬 
～7月中旬 

病院事業会計 
水道事業会計 
下水道事業会計 

各公営企業会計の
令和7年度決算につ
いて 

公企法第30条第2項 

決算審査 
(一般会計・特別会計) 

※財産管理状況審査含む 

令和8年6月中旬 
～8月上旬 

一般会計 
特別会計 

各会計の令和7年度
決算について 法第233条第2項 

基金運用状況の審査 
令和8年6月中旬 
～8月上旬 運用基金 

運用基金の令和7年
度における運用状
況について 

法第241条第5項 

健全化判断比率審査 
令和8年7月中旬 
～8月上旬 

令和7年度決算における健全化判断比率及び
その算定の基礎となる事項を記載した書類 

健全化法第3条第1項 

資金不足比率審査 
令和8年7月中旬 
～8月上旬 

令和7年度決算における資金不足比率及びそ
の算定の基礎となる事項を記載した書類 

健全化法第22条 
第1項 


